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告 示

北海道告示第７２３号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
平成２３年１２月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指 定 番 号 第８７号
� 指定の区域 久遠郡せたな町北檜山区兜野１０３番１の一部、１０４番１の一部
� 埋立地の区分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。

以下「政令」という。）第１３条の２第３号イ及び廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第１２条の３１第２
号

２� 指 定 番 号 第８８号
� 指定の区域 檜山郡江差町字柳崎町７８番の一部、１０２番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
３� 指 定 番 号 第８９号
� 指定の区域 余市郡仁木町砥の川８２番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

４� 指 定 番 号 第９０号
� 指定の区域 磯谷郡蘭越町字港町２１５３番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
５� 指 定 番 号 第９１号
� 指定の区域 磯谷郡蘭越町字港町２１５１番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
６� 指 定 番 号 第９２号
� 指定の区域 岩内郡共和町老古美７０３番３７の一部、７０６番１１８の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

北海道告示第７２４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、上ノ国町天の川中
央地区木ノ子工区及び目名川工区の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道檜山振興局に備え置いて、平成２３年１２月２０日から２０日間、一般の
縦覧に供する。
平成２３年１２月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７２５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、由仁町由仁地区
（３工区）の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道空知総合振興局に備え置いて、平成２３年１２月１９日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年１２月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７２６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年１２月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

天塩郡幌延町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
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� 立 木 の 伐 採 の 方 法

ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する。

イ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷総合振

興局産業振興部林務課及び幌延町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７２７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 忠 別 清 水 線
北海道十勝総合振興局
帯 広 建 設 管 理 部

上川郡新得町字屈足基線２１７番３地先から
同郡新得町字屈足５４７番２地先まで

平成２３．１２．１６

道道 釧 路 環 状 線
北海道釧路総合振興局
釧 路 建 設 管 理 部

釧路市武佐５丁目３９番２８９地先から
釧路郡釧路町字別保原野南２５線５６番１８地先まで

平成２３．１２．２０

北海道告示第７２８号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規

定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。

その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道後志総合振興局小�建設管理
部に備え置いて縦覧に供する。

平成２３年１２月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

泊泊村１６地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１８号までを順次結んだ線及び標柱１号と

標柱１８号とを結んだ線によって囲まれた区域

郡 村 大字 字 地番 標柱番号

古宇郡 泊村 茅沼村 臼別山ノ上 ７３１番１ １

同 同 同 臼別 ５８番５ ２

同 同 同 同 同 ３

同 同 同 同 １番７地先村道敷 ４
同 同 同 ２２２番２ ５
同 同 同 臼別 ２１６番 ６
同 同 同 同 ２１７番 ７
同 同 同 同 １番地先村道敷 ８
同 同 同 同 ２０１番地先民有地 ９
同 同 同 同 １８１番 １０
同 同 同 同 １９３番２９地先民有地 １１
同 同 同 同 １９３番２６ １２
同 同 同 同 １９５番地先村道敷 １３
同 同 同 同 １９６番４ １４
同 同 同 同 １９９番１４ １５
同 同 同 同 ７８６番 １６
同 同 同 同 ７８７番 １７
同 同 同 同 同 １８

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道後志総合振興局告示第６７号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年１２月１６日

北海道後志総合振興局長 神 耐 三
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
デジタル複合機 １台
（交換契約によりデジタル複合機１台を契約の相手方に供し、デジタル複合機１台を
契約の相手方から調達する。）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 納 入 期 限 平成２４年２月２９日
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
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� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格（事務用機器）を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該調達をする物品等に関し、仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した
者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年１２月１６日（金）から平成２４年１月１１日（水）まで

（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第
１７８号）に規定する休日及び平成２３年１２月２９日から平成２４年１
月３日までを除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 入札説明書による。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０４４－８５８８ 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

北海道後志総合振興局地域政策部総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道後志総合振興局地域政策部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 虻田郡倶知安町北１条東２丁目 北海道後志合同庁舎３階１

号会議室（送付による場合は、郵便番号０４４－８５８８ 虻田郡倶
知安町北１条東２丁目 北海道後志総合振興局地域政策部総務
課）

� 入 札 日 時 平成２４年１月１８日（水）午前１１時（送付による場合は、同月
１７日（火）までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２３年２月２２日付け北海道後志総合振興局告示第５９号

８ 入札説明書の交付に関する事項

� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１４０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道後志総合振興局のホームページ（http : //www.

shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm）においてダウンロード
することができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８条の４の�、�から	まで及び
から�までによるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道後志総合振興局地域政策部総務課
� 所 在 地 郵便番号０４４－８５８８ 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

電話番号０１３６－２３－１３２３
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured : Digital multifunction 1

Ｂ Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M., January 18, 2012

(If mailed, bids must arrive no later than January 17, 2012)

Ｃ Contact : Administrative Division, Department of Regional Policy, Shiribeshi General

Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, kita 1-jo, higashi 2-chome, Kutchan-cho,

Abuta-gun, Hokkaido 044-8588 Japan

Phone : 0136-23-1323
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